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○稲城市健康プラザ条例施行規則 

平成24年５月25日 

規則第24号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、稲城市健康プラザ条例（平成23年稲城市条例第13号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（利用の申請及び承認） 

第３条 条例第６条に規定する申請は、利用者が利用券（定期利用券、回数利用券

等を含む。以下同じ。）を購入し、これを指定管理者に提出又は提示することに

よるものとする。 

２ 前項の申請は、当該利用券を指定管理者が受理又は確認することにより、承認

されたものとみなす。 

３ 利用券の様式については、条例第19条第２項に規定する協定において定めるも

のとする。 

（利用料金の減免に関する規定） 

第４条 条例第11条第１項に定める利用料金の減額又は免除に関する規定は、この

条に定めるところによる。 

２ 指定管理者は、次の各号に定めるところにより、利用料金を減額又は免除しな

ければならない。 

（１） 市が公益を目的として利用するときは、免除とする。 

（２） 指定管理者が、条例第１条に規定する趣旨を達成するために必要な範囲

で利用するときは、免除とする。 

（３） 利用者が、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規

定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定により精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けている者又は都道府県知事又は法第252条の19第１項

に定める指定都市の長から療育手帳（知的障害者の福祉の充実を図るため、児
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童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して

支給される手帳であって、その者の障害の程度その他の事項の記載があるもの

をいう。）の交付を受けている者であり、かつ、当該手帳を提示した場合は、

免除とする。 

（４） 前号に規定する者の付添人については、２名まで免除とする。ただし、

指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。 

（５） 前各号に規定するほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ

市長の承認を得た上で免除し、又は利用料金の100分の50に相当する金額を減額

する。 

３ 前項第１号から第３号までの規定の適用を受けようとする者は、指定管理者に

対し、利用券の提出又は提示に代えて、稲城市健康プラザ利用料金減免申請書（様

式第１号）を提出しなければならない。 

４ 指定管理者は、前項の申請について、その減額又は免除を決定したときは、当

該申請者に対し、稲城市健康プラザ利用料金減免決定通知書（様式第２号）によ

り、その旨を通知するものとする。 

（利用料金の還付に関する規定） 

第５条 条例第12条第２項に定める利用料金の還付に関する規定は、この項に定め

るところによる。 

２ 指定管理者は、条例第10条第３項の規定によりプラザの利用を停止させたとき

は、当該利用者が既に納めた利用料金の全額を還付するものとする。 

３ 前項の規定の適用を受けようとする者は、指定管理者に対し、稲城市健康プラ

ザ利用料金還付請求書（様式第３号）を提出しなければならない。この場合にお

いて、当該利用者が前条第４項に定める稲城市健康プラザ利用料金減免決定通知

書の交付を受けているときは、その写しを併せて提出するものとする。 

（指定管理者を公募する際に公表すべき事項） 

第６条 市長は、条例第14条の規定によりプラザの指定管理者を公募するときは、

併せて次に掲げる事項を公表するものとする。 

（１） プラザの名称、位置、目的、規模、施設構成等に関する事項 

（２） 条例第３条の規定により行わせる業務の基準、範囲、内容等に関する事
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項 

（３） 指定の期間に関する事項 

（４） プラザの運営、経理等に関する事項 

（５） 公募期間、応募方法、応募条件等に関する事項 

（６） 条例第16条第１項の規定により行う選定の体制及び当該選定に係る審査

基準、審査方法等に関する事項 

（７） プラザの利用状況、収入及び支出の状況等に関する事項 

（８） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 前項の公表は、公表すべき事項を市の広報、公式ホームページその他の広報媒

体に掲載することによって行うものとする。 

（指定管理者に応募する際に提出すべき書類） 

第７条 条例第15条第１項に定める申請書は、稲城市健康プラザ指定管理者指定申

請書（様式第４号）とする。 

２ 条例第15条第１項に定める事業計画書の記載事項、様式及び作成方法は、プラ

ザの指定管理者を公募する都度、市長が別に定める。 

３ 条例第15条第２項の規定により申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおり

とする。 

（１） 応募者の概要を記した書類 

（２） 運動施設、健康増進施設等の管理業務実績調書 

（３） 応募日の属する事業年度における、応募者の主たる業務に係る事業計画、

収支予算等を記した書類 

（４） 応募者が法人登記又は商業登記を有する場合は、その登記簿謄本又は履

歴事項全部証明書 

（５） 応募者が法人である場合は、その定款、規約又はこれに類するもの 

（６） 応募者が法人である場合は、応募日から遡って３事業年度における、法

人税申告書及びその添付書類の一式の写し 

（７） 応募者が法人である場合は、応募日において最新の事業年度における法

人事業税、法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書の正本 

（８） 応募者が事業協同組合、共同企業体等の団体である場合は、当該団体の
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結成に係る契約書、協定書又はこれらに類するもの 

（９） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

４ 応募者は、前３項に定める応募書類の提出に際し、その記載事項に偽りその他

の不正がないことを、併せて誓約しなければならない。 

（指定等の通知） 

第８条 市長は、条例第15条の規定に基づく有効な応募を行った者に対し、条例第

16条第１項の規定によりプラザの指定管理者として指定することを決定し、又は

指定しないことを決定したときは、その旨をそれぞれ通知するものとする。 

（協定に定めるべき事項） 

第９条 条例第19条第２項に規定する協定においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

（１） 事業計画、事業報告等に関する事項 

（２） 業務の範囲、実施、条件等に関する事項 

（３） 指定管理料、利用料金等に関する事項 

（４） 業務に係る個人情報の保護に関する事項 

（５） 指定の期間が満了したとき（条例第17条第１項の規定により指定を取り

消し、又は期間を定めて業務の停止を命じたときを含む。）の処務に関する事

項 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長及び指定管理者が必要と認める事項 

（指定の取消し等の通知） 

第10条 市長は、条例第17条第１項の規定により、指定管理者の指定を取り消すと

きは指定管理者指定取消通知書（様式第５号）により、業務の全部又は一部の停

止を命ずるときは指定管理者業務停止命令書（様式第６号）により、その旨を指

定管理者に通知するものとする。 

（事業報告書の提出義務） 

第11条 指定管理者は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第７項の規

定に基づき、毎年度終了後60日以内に、業務に関する事業報告書を市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度の途中において条例第17条第１項の規定により
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指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該

事業報告書を提出しなければならない。 

３ 前２項の事業報告書の記載事項、様式及び作成方法は、条例第19条第２項に規

定する協定において定める。 

（委任） 

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この規則は、平成24年５月28日から施行する。 

付 則（平成28年規則第57号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成28年４月１日から施行する。 

付 則（令和６年規則第１号） 

（施行期日） 

第１条 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式の規定による用

紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第10条関係） 

様式第６号（第10条関係） 

 


